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【論文審査の結果の要旨】 

 吉田惠子は、群馬大学大学院教育学研究科において障害児教育に関する論文で修士学位

を取得後、東京福祉大学短期大学部に勤務し、さらに高崎健康福祉大学短期大学部を経て、

現在高崎健康福祉大学人間発達学部に勤務している。平成 22年度から 3年間、科学研究費

（共同研究補助）を受けて「保育・教育関係紛争の裁判外解決・処理に関する基礎的研究」

に従事し、研究の進行とともに、その成果を生かして作成されたのが本学位申請論文であ

る。 

 教育をめぐる紛争の解決・処理については、例えば教育裁判研究などにおいてすでに優

れた先行研究が存在するが、それは主として「健常児」を対象とする学校教育に関する裁

判及び社会教育に関する裁判に限定されており、障害児教育と保育に関する紛争の解決・

処理の研究は未開拓な領域であった。吉田論文はこの分野に踏み込んだものであり、先行

研究及び資料が不十分な中で取り組んだ研究として、先駆的かつ貴重である。裁判による

障害児教育・保育関係の紛争解決には、訴訟・裁判に付着する種々の長短があることから、

いわゆるＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution 裁判外紛争解決）に着目し、裁判と裁判

外紛争解決を含めて、教育紛争解決をトータルなシステムとして構想し構築しようとした

ことは、わが国の教育学・保育学において前人未到の画期的な試みである。第 5 章第 3 節

「行政型の教育紛争解決システム」は、仲裁ＡＤＲ法学会に投稿して採用され、その学会

誌『仲裁とＡＤＲ』Vol.8に掲載されたものであるが、これは、こうしたアイデアが法学界

においても注目すべきものであることを示す証左にほかならない。 

 論文の具体的方法についてみるに、申請者は障害児教育裁判、保育裁判、保育に関する

裁判外解決例等を丹念に収集し、また、非公開を旨とする自治体の行政型教育紛争解決機

構（学校問題解決支援チーム）の幾つかに出向いて聞き取り調査、傍聴をするなどし、そ

れをもとに論文をまとめており、この点でも本論文は極めて貴重である。なお、論文各章

は、そのほとんどが査読付きの大学紀要、教育法学専門誌、法学会誌、教育専門雑誌等に



発表されており、いずれも一定の公的評価を経たレベルの内容である。 

 主査及び 2名の副査による口頭試問（平成 25年 1月 9日）においては、3名の審査委員

と申請者との間で詳細な質疑応答が行われ、特に外部の副査である弁護士・元法科大学院

教授からは、法令や判例の引用は適切であり、本論文が先見性を有し、高く評価するに値

するとの発言・コメントがあった。今後さらに豊富な実例・資料を収集すること、「教育」

と「保育」の異同を考慮しながら厳密な考察を加えていくこと等が課題として残っている

が、この種の研究の嚆矢をなすものとして、斯界に学問的な刺激を与えうるものと思料す

る。 

なお、本論文の第 2 章第 6 節「アメリカの障害児教育裁判」においては、豊富な英文文

献が引用・駆使されており、また、申請者はかつてイリノイ大学大学院博士課程の extra 

studentとして在籍・受講した経験をも有していて、その英語能力はすこぶる高い。 

 以上により，論文審査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査し

た結果，本論文が博士（保健福祉学）の学位に十分値するものであると判断した． 

 


